
免税事業者については、事業者ごとに「登録する

かどうかを判断する」こととなりますが、下のチャー

トのような選択肢が考えられます。自分に当てはめ

て、フローチャートでチエックしてみましょう6

登録しない場合には、自社の取引にどういう影響

があるか、あらかじめ考えておく必要があります。

現在、消費税の課税業者

消費税を申告納税している

(本則課税・簡易課税 )

取引相手は
一般消費者のみ

(領収書を必要としない )

取引相手は

事業者が中心

登録するか選択する
現在、免税事業者が、登録するかどうかの判断基準は次の3点です。

● 取引先との関係 ● 売上高の減少の可能性 ● 消費税の納税額

登録する場合、
2つの選択肢があります

売上が1,000万円以下であつても、

インボイス発行事業者になると消費税の納入義務が生じます。
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免税事業者のままいることも可能
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いて納税する消費税額を算出し
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簡易課税・ |

売上高に業種に応じたみなし

任夫議をふI,そ、納税する消費

税額を算出しますも仕入時に支

払つた消費税額は影響しません6


